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親子で水生生物を採取し水質調査を行います。
～土器川「水生生物調査」～

・国土交通省では、１９７４年（昭和４９年）から毎年７月を

「河川愛護月間」と定め、河川愛護運動を実施しています。

・「水生生物調査」は、その一環として１９８４年（昭和５９年）

から始まり今年で３２回目を迎え実施されるもので、土器川流域

に住む地域の子供たちや保護者等約７０人が参加し、川の中に棲

んでいる生物を調べることで、川のきれいさを判定する調査を行

うものです。

○日 時： ７月３０日(木) ９：３０～１１：３０

○調査場所（２カ所）：丸亀大橋付近（丸亀市飯野町）

：祓川橋付近（まんのう町吉野下）

・この調査で、水環境の基礎情報を得ることと、ふるさとの川「土

器川」により一層の親しみをもっていただき「川を大切にする気

持ち」を育んでいただけることを願っています。

平成２７年７月２８日

国土交通省 香川河川国道事務所

同時記者発表：高松経済記者クラブ、丸亀記者クラブ、善通寺記者クラブ

問い合わせ先

四国地方整備局 香川河川国道事務所

ＴＥＬ（０８７）８２１－１５６１（代表）

副所長（河川） 弘田 淳一（内線 204）

計画課長 ◎ 猪熊 敬三（内線 361）

◎主たる問い合わせ先



平成２７年度 土器川水生生物調査について

１．実施目的

本調査は、水生生物を指標として河川の水質を総合的に評価するため、また環境問題への

関心を高めることを目的に一般市民等の参加を得て水生生物調査を実施しています。

また、河川管理者は水環境を管理する立場から従来より河川の水質調査を実施しており、

本調査もその一環として実施するものです。

２．実施機関

主催：四国地方整備局 香川河川国道事務所

後援：丸亀市教育委員会、まんのう町教育委員会

３．実施要領

（１）日 時 平成２７年７月３０日(木)

AM 9:30～ 11:30（２ヶ所同時に調査を実施します。）

（２）場 所 丸亀大橋地点、祓川橋地点

（３）参加予定数

参加予定

丸亀大橋地点 ４０名（丸亀市立小学校、他）

祓川橋地点 ３４名（まんのう町立小学校、他）

計 ７４名

４．その他

（１）延期の場合

雨天または流量が大きく、調査ができない場合は延期します。

また、水不足等により当面調査不可能と判断される場合にも、調査を延期します。

（２）調査結果のお知らせ

調査結果については、８月上旬に高松経済記者クラブ、丸亀記者クラブ及び善通寺

記者クラブに報告します。
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